
予算計上の主なもの





1,046 1,120 1,292 1,325 1,359 1,446 1,330 1,457 1,556 1,551 1,586 

1,642 1,653 
1,663 1,716 1,438 1,411 1,424 1,438 1,446 1,454 1,392 

867 
1,396 1,329 1,321 

1,369 1,399 1,495 
1,591 

1,761 1,818 1,778 770 

766 763 767 
769 785 800 

793 
809 800 819 

989 

961 991 1,013 
1,019 934 867 

909 
916 890 881 5,314

（3.0%）

5,896

（10.9%）

6,038

（2.4%）

6,142

（1.7%）
5,954

（▲3.1%）

5,975

（0.4%）
5,916

（▲1.0%）

6,188

（4.6%）

6,488

（4.8%）

6,513

(0.4%)

6,456 

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

億円

その他

自動車税

地方消費税

個人道民税

法人二税

(▲0.9%)

６，４５６億円

区 分 ５年度(２定) ６年度(当初) 増 減 伸 率

法 人 二 税 1,551億円 1,586億円 35億円 2.3%

個 人 道 民 税 1,454億円 1,392億円 ▲62億円 ▲ 4.3%

地 方 消 費 税 1,818億円 1,778億円 ▲40億円 ▲ 2.2%

自 動 車 税 800億円 819億円 19億円 2.4%

そ の 他 890億円 881億円 ▲ 9億円 ▲ 1.0%

計 6,513億円 6,456億円 ▲57億円 ▲ 0.9%

※平成26～令和４年度は決算額、令和５年度は２定現計予算額。

（過去10年間の推移）

令和６年度当初予算額
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【歳入の状況】 １ 道税 令和６年度当初予算額 ６，４５６億円



6,680 6,487 6,591 
6,256 6,132 6,090 6,154 

6,841 
6,562 6,380 6,340 

1,650

1,392 1,138

1,148
1,059

864 791

986

244
170 70

8,330

7,879
7,729

7,404 7,191

6,954 6,945

7,827

6,806
6,550

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

臨時財政対策債

地方交付税

区 分 ５年度（２定） ６年度（当初） 増減 伸率

地 方 交 付 税 6,380億円 6,340億円 ▲ 40億円 ▲ 0.6％

臨時財政対策債 170億円 70億円 ▲100億円 ▲58.8％

計 6,550億円 6,410億円 ▲140億円 ▲ 2.1％

※平成26～令和４年度は決算額、令和５年度は２定現計予算額。
※（ ）書きは、対前年度伸び率。

※臨時財政対策債
地方財政全体の財源不足を補塡するために発行される
特例地方債（普通交付税の振替）

（過去10年間の推移）

６，３４０億円

(▲4.6%)

(▲3.8%)
(▲13.0%)

(12.7％)

(▲0.1%)(▲3.3%)

(▲2.9%)
(▲4.2%)

(▲1.9%)
(▲5.4%)

(▲2.1%)

6,410

令和６年度当初予算額
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２ 地方交付税 令和６年度当初予算額 ６，３４０億円

億円



３ 道債 令和６年度当初予算額 ５，２７５億円
区 分 ５年度(２定) ６年度(当初) 増 減 伸 率

新 規 発 行 債 2,246億円 2,314億円 68億円 3.0%

臨時財政対策債 170億円 70億円 ▲ 100億円 ▲58.8%

そ の 他 道 債 2,076億円 2,244億円 168億円 8.1%

借 換 債 2,824億円 2,961億円 137億円 4.9%

計 5,070億円 5,275億円 205億円 4.1%

行政改革推進債
退 職 手 当 債
減 収 補 塡 債
調 整 債
臨時財政対策債

：一定の行政改革努力などにより、発行が認められる建設地方債(令和6年度は240億円のうち45億円を通常債に振替)
：定年退職者等の退職手当の財源に充てるための地方債
：実際の税収が、普通交付税の「基準財政収入額」の算定に用いた税収見込額を下回った場合に、その財源を補塡するために発行できる特例地方債
：税制改正（地方法人課税の偏在是正）に伴う減収額の一定割合を補塡するために発行できる特例地方債
：地方財政全体の財源不足を補塡するために普通交付税の振替わりとして発行される特例地方債

1,468 1,661
1,971 2,009 2,084 2,379 2,684

2,249 2,238
1,833 1,932

250
240

240 250 230
230

190

170 170

170

240
90

130

110 58 20

36
70

29 26 104
35

198
17 34

43 43

73 72

1,650
1,392 1,138 1,148 1,059

864
791

986
245

170 70

3,057 3,246
2,829

3,169
3,643

3,999

3,561

2,778

2,792

2,824
2,961

6,515
6,739

6,317
6,660

7,140
7,560 7,458

6,226

5,488
5,070

5,27523.5% 23.6%
22.4%

23.3%

25.0%
25.7%

20.6%

17.7%

15.6%

16.1%
17.5%

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

借換債 臨時財政対策債

調整債 減収補塡債

退職手当債 行政改革推進債

通常債 道債依存度

新
規
発
行
債

※平成26～令和４年度は決算額、令和５年度は２定現計予算額。

億円

（過去10年間の推移）
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区 分 ５年度(２定) ６年度(当初) 増 減 伸 率

給 与 等 4,161億円 4,177億円 16億円 0.4% 

共 済 費 904億円 904億円 0億円 0.0%

退 職 手 当 276億円 474億円 198億円 71.7%

計 5,341億円 5,555億円 214億円 4.0%

1,219 1,211 1,172 1,144 1,126 1,167 1,118 1,098 1,066 1,086 1,103 

4,207 4,198 4,242 
3,509 3,500 3,508 3,454 3,394 3,362 3,196 3,361 

1,020 1,030 1,051 

1,032 1,036 1,046 1,063 1,056 1,043 1,059 1,091 

6,446 6,439 6,465 

5,685 5,662 5,721 5,635 5,548 5,471 5,341 5,555 

23.7 23.0 22.9 
20.7 20.6 20.0 20.0 

17.1 17.0 16.9 18.4 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

26 27

2定

28 29 30 元

2定

2 3 4 5

2定

6

警察 教育 知事等 歳出構成比

（職員数の推移） (単位 人）
区分 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
警 察 11,883 11,921 11,940 11,962 11,986 11,967 11,969 11,999 11,911 11,751
教 育 46,788 46,481 46,285 38,294 37,979 38,346 37,237 37,437 36,966 36,558
知事等 13,916 13,867 13,675 13,730 13,744 13,835 13,845 13,810 13,758 13,835
計 72,587 72,269 71,900 63,986 63,709 64,148 63,051 63,246 62,635 62,144

５，５５５億円

％

※総務省所管「定員管理調査」による毎年４月１日現在の職員数。

令和６年度当初予算額

（過去10年間の推移）

億円
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【歳出の状況】 １ 人件費 令和６年度当初予算額 ５，５５５億円



区 分

５年度（２定） ６年度（当初）
伸率

２定
Ａ

前 年
国補正

計
ａ

当初
Ｂ

前 年
国補正

計
ｂ Ｂ／Ａ ｂ／ａ

公 共
事業費

補 助 事 業 費 等 1,732 1,185 2,917 1,723 1,228 2,951 ▲0.5% 1.2%

国 直 轄 事 業 費 負 担 金 834 113 947 883 128 1,011 5.8% 6.7%

新 幹 線 鉄 道 整 備 382 － 382 435 － 435 13.7% 13.7%

計 2,566 1,298 3,864 2,606 1,356 3,962 1.6% 2.5%

投資的
事業費

特 別 対 策 事 業 費 287 － 287 289 － 289 0.7% 0.7%

公 共 関 連 単 独 事 業 費 134 － 134 138 － 138 3.0% 3.0%

社会資本整備総合交付金事業費 214 199 413 207 228 435 ▲3.3% 5.5%

農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 費 54 － 54 64 － 64 17.9% 17.9%

施 設 等 建 設 事 業 費 284 8 292 342 34 376 20.4% 28.6%

計 973 207 1,180 1,040 262 1,302 6.8% 10.3%

合 計 3,539 1,505 5,044 3,646 1,618 5,264 3.0% 4.4%

（単位 億円）

924 895 941 1,038 1,063 1,048 1,045 883 911 973 1,040 

1,482 1,542 1,520 1,481 1,509 
1,957 1,932 

1,656 1,708 1,732 1,723 

637 650 722 671 615 

743 829 

772 
857 834 883 

3,043 3,087 3,183 3,190 3,187 

3,748 3,806 

3,311 
3,476 3,539 3,646 

26 27

2定

28 29 30 元

2定

2 3 4 5

2定

6

億円

公共（国直轄負担金） 公共（補助事業等） 投資的事業

３，６４６億円

※平成26～27年度は公共（国直轄事業費負担金）の計上留保を行っている。（㉖80億円、㉗78億円）

令和６年度当初予算額
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２ 投資的経費 令和６年度当初予算額 ３，６４６億円



646 688 767 861 959 989 942 915 895 901 883 

3,605 3,403 3,196 3,151 2,898 2,794 2,662 2,767 2,813 2,790 2,908 

3,057 3,246 
2,829 3,169 3,643 3,999 

3,561 
2,778 2,792 2,824 2,961 

7,308 7,337 
6,792 

7,181 
7,500 

7,782 

7,165 

6,460 6,500 6,515 
6,752 

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

元利償還金(借換分)

元利償還金(その他)

元利償還金(臨財債)

区 分 ５年度(２定) ６年度(当初) 増 減 伸 率

元 利 償 還 金 2,460億円 2,558億円 98億円 4.0% 

減 債 基 金 積 立 金 1,231億円 1,233億円 2億円 0.2%

小 計 3,691億円 3,791億円 100億円 2.7%

臨時財政対策債償還金 901億円 883億円 ▲18億円 ▲ 2.0%

そ の 他 2,790億円 2,908億円 118億円 4.2%

元 金 償 還 金 ( 借 換 分 ) 2,824億円 2,961億円 137億円 4.9%

計 6,515億円 6,752億円 237億円 3.6%

※減債基金積立金は、満期一括償還分

(過去10年間の推移)

億円

※平成26～令和４年度は決算額、令和５年度は２定予算現計額
※平成26年度、令和３～５年度は減債基金（満期一括償還分）の積立留保等を行っている。
〔㉖積立留保50億円、③積立100億円、④積立80億円、⑤積立見込50億円（当初30＋最終補正20）〕
※令和６年度は減債基金の積立留保額の段階的な解消のため、30億円の積立（積戻し）を行うこととしている。

３ 道債償還費 令和６年度当初予算額 ６，７５２億円

49



区 分 Ｒ５（２定） Ｒ６（当初） 増 減 増減要因

医 療 給 付 費
1,024億円

(   909億円)
1,012億円

(   919億円)
▲ 12億円
(   10億円)

感染症医療費の減

生 活 保 護 等 扶 助 費
961億円

(   715億円)
986億円

(   748億円)
25億円

(   33億円)
障がい福祉サービス利用者の増

介 護 保 険 給 付 費
733億円

(   733億円)
730億円

(   729億円)
▲ 3億円
(▲ 4億円)

介護保険の制度改正に伴う減

国 民 健 康 保 険
489億円

(   489億円)
481億円

(   481億円)
▲ 8億円
(▲ 8億円)

都道府県繰入金の減

子ども子育て支援給付費
417億円

(   417億円)
410億円

(   410億円)
▲ 7億円
(▲ 7億円)

児童手当の制度改正に伴う減

後 期 高 齢 者 医 療 保 険
206億円

(   206億円)
246億円

(   227億円)
40億円

( 21億円)
被保険者の増

そ の 他
150億円

( 118億円)
129億円

(   107億円)
▲ 21億円
(▲ 11億円)

感染症検査助成等の減

計
3,980億円

( 3,587億円)
3,994億円

( 3,621億円)
14億円

( 34億円)

３，９９４億円

※平成26～令和４年度は決算額、令和５年度は２定予算現計額 ※ は、一般財源の増減

66

66

148

66

34

特定財源

一般財源3,602
(3,241)

3,994
(3,621)

3,661
(3,307)

3,740
(3,373)

3,804
(3,439)

3,980
(3,587)

（義務的経費（保健福祉関係）の推移）

億円

元 ２ ３ ４ ５ ６

令和６年度当初予算額
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４ 義務的経費（保健福祉関係）令和６年度当初予算額 ３，９９４億円

※（ ）一般財源



【投資的経費】
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〔公共事業費〕

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

道 路 42,168,100 41,213,897 97.7% 道 路 11,027,870 11,027,870 100.0%

河 川 25,795,329 25,196,216 97.7% 交 通 安 全 施 設 4,739,210 4,739,210 100.0%

空 港 港 湾 1,159,742 1,578,906 136.1% 緑 化 40,240 40,240 100.0%

砂 防 8,889,800 10,022,000 112.7% 河 川 7,273,860 7,473,860 102.7%

街 路 4,880,932 4,745,222 97.2% 砂 防 1,104,300 1,104,300 100.0%

公 園 1,968,803 1,967,082 99.9% 街 路 912,450 912,450 100.0%

下 水 道 3,583,486 3,116,032 87.0% 海 岸 保 全 1,255,070 1,255,070 100.0%

[うち一般会計] [ 4,400 ] [ 4,400 ] [ 100.0% ] 農 道 891,000 891,000 100.0%

住 宅 6,516,478 6,446,169 98.9% 小 規 模 治 山 1,468,000 1,468,000 100.0%

[うち一般会計] [ 201,668 ] [ 203,359 ] [ 100.8% ] 合　　　　　計 28,712,000 28,912,000 100.7%

海 岸 5,451,282 5,200,585 95.4%

農 業 農 村 45,643,531 45,129,374 98.9%

水 産 基 盤 17,343,064 17,363,530 100.1%

森 林 環 境 保 全 9,046,993 8,984,500 99.3% Ａ Ｂ

治 山 7,861,506 7,839,700 99.7% 道 路 7,911,452 8,225,212 104.0%

北海道特定特別総合開発事業推 進費 2,598,034 2,719,049 104.7% 交 通 安 全 施 設 2,369,500 2,369,500 100.0%

地 籍 調 査 160,500 144,000 89.7% 河 川 1,746,733 1,817,013 104.0%

計 183,067,580 181,666,262 99.2% 砂 防 284,397 291,419 102.5%

[うち一般会計] [ 173,173,684 ] [ 172,311,820 ] [ 99.5% ] 街 路 13,200 13,200 100.0%

道 路 19,146,000 18,081,000 94.4% 海 岸 保 全 277,314 286,252 103.2%

河 川 9,205,000 8,815,000 95.8% 水 産 基 盤 635,005 635,005 100.0%

空 港 790,617 810,810 102.6% 森 林 保 全 29,015 29,015 100.0%

砂 防 1,244,000 1,259,000 101.2% 小 規 模 治 山 138,384 138,384 100.0%

海 岸 153,000 153,000 100.0% 合　　　　　計 13,405,000 13,805,000 103.0%

農 業 農 村 10,795,559 11,869,750 110.0%

水 産 基 盤 3,791,881 3,759,622 99.1%

森 林 環 境 保 全 71,296 58,622 82.2%

新 幹 線 鉄 道 整 備 38,227,595 43,472,645 113.7% Ａ Ｂ

計 83,424,948 88,279,449 105.8% 社会資本 整備 総合 交付 金事 業費 21,406,000 20,707,000 96.7%

266,492,528 269,945,711 101.3% 農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 費 5,423,403 6,392,480 117.9%

[ 256,598,632 ] [ 260,591,269 ] [ 101.6% ] 合　　　　　計 26,829,403 27,099,480 101.0%

５年度（２定） ６年度（当初） 前年度比

Ｂ／Ａ

５年度（２定） ６年度（当初） 前年度比

（単位　千円）

（単位　千円）

（単位　千円）

〔特別対策事業費〕

〔公共関連単独事業費〕

〔その他〕

Ｂ／Ａ

５年度（２定） ６年度（当初） 前年度比

Ｂ／Ａ

区　　　　分

（単位　千円）

区　　　　分

[うち一般会計]

合　　　　　計

国

直

轄

事

業

負

担

金

Ｂ／Ａ

補

助

事

業

費

区　　　　分
５年度（２定） ６年度（当初） 前年度比

区　　　　分



【災害復旧費】

52

（単位　千円） （単位　千円）

過年分 ( 2,726,140 )

現年分 ( 1,128,000 )

過年分 ( 285,700 )

現年分 ( 5,750 )

過年分 ( 151,338 )

現年分 ( 101,350 )

過年分 ( 43,119 )

現年分 ( 56,687 )

過年分 ( 0 )

現年分 ( 397,030 )

過年分 ( 0 )

現年分 ( 22,754 )

過年分 ( 133,989 )

現年分 ( 134,106 )

過年分 ( 3,340,286 )

現年分 ( 1,845,677 )

特
別
支
援
学
校

教
　
育
　
施
　
設

高
等
学
校

6,510,492 6,132,456

2,959,009

大規模改造（１２校）学科転換（１校）
指定避難所空調整備（１１校）
照明ＬＥＤ化（８校）

調 査 設 計

〔施設等建設事業費〕

区  分 事　業　概　要

Ａ

６年度
（当初）

Ｂ

５年度
（２定）

校 舎 整 備
大規模改造（１１校）
指定避難所空調整備（３校）

学校体育施設整備（プールシート更新２校）
備品整備

合　計 28,429,091 34,216,473

網走警察署（基本設計等）

庁　舎 9,582,475 13,534,192

その他 9,377,115 12,168,291

前年度比
Ｂ/Ａ

120.4%

2,381,534

校 舎 整 備

そ の 他

そ の 他

室蘭建設管理部苫小牧出張所（改築）

照明ＬＥＤ化（道有施設・警察施設）

北見農業試験場庁舎（改築）

公宅集約化（解体）

北海道立総合体育センター機械設備（改修）

大規模改造（１３校）改築（１校）
指定避難所空調整備（７校）
照明ＬＥＤ化（８校）

グラウンド整備（５校）
学校体育施設整備（屋外照明等６校）
備品整備

調 査 設 計
大規模改造（１４校）
指定避難所空調整備（１校）
増築（２校）

土 木 3,854,140 1,761,172

耕 地 252,688 157,299

治 山 施 設 22,754 221,810

林 業 関 係 519,590 596,308

緊 急 治 山 397,030 249,826

61,661

5,750

55,949

101,350

34,356

事　　　業　　　名
５年度

（２定）
６年度

（当初）
事　　　業　　　内　　　容

土 木 関 係 4,145,590 1,828,583

834,772

926,400

河 川 等 291,450 67,411

林 道 99,806 124,672

※（　　）書きは令和５年度２定現計予算額　

合 計 5,185,963 2,846,348

漁 港 268,095 264,158

90,316

0

249,826

205,530

16,280

133,989

130,169

1,326,257

1,520,091



【特別会計予算の概要】
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（単位　千円） （単位　千円）

１　経営等改善資金

R５ R６

(歳  入) ２　青年漁業者等養成確保資金

納 付 金

国 庫 支 出 金 １　林業・木材産業改善資金貸付事業

一 般 会 計 繰 入 金 そ の 他

計 ２　林業就業促進資金貸付事業

(歳  出）

交 付 金

そ の 他 R５ R６

計 (歳  入)

１ 修学資金 使 用 料 収 入

国 庫 補 助 金

２ 就学支度資金 道 債

一 般 会 計 繰 入 金 そ の 他

３ 生活資金 計

(歳  出）

４ その他（９資金） 長 期 借 入 金 職 員 費

維 持 管 理 費

建 設 費

公 債 費

そ の 他

計

R５ R６

(歳  入) R５ R６

貸 付 金 収 入 (歳  入)

繰 越 金 等 貸 付 金 収 入

計 一 般 会 計 借 入 金

(歳  出） 計

公 債 費 (歳  出）

そ の 他 貸 付 金

計 公 債 費 等

計

1,189,779

就 農 支 援 資金 貸 付
事 業 等 特 別 会 計

459,875

設備貸与資金貸付事業
                  600,000 千円  0.075%

190,000 千円　無利子

1,793 千円　無利子

250,000 千円　無利子

39,103 千円　無利子

488,732 千円　無利子

70,124 千円　無利子

12,309 千円　無利子

沿 岸 漁 業 改 善 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計

393,111 202,885

493,833 256,981

14,875,768
道 営 住 宅 事 業
特 別 会 計

15,637,679

148,473 146,362

(百万円）

34,795,520 31,763,528

485,741

16,12917,645

15,635

31,764

事　　　業　　　名事　　　業　　　名
５年度

（２定）

30,566,104

事　　　　業　　　　内　　　　容

137,584 135,534

169,118 163,553

455,175

５年度
（２定）

６年度
（当初）

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付
事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保険 事 業
特 別 会 計

485,741,401 475,576,023

73

891

14,876

5,840

3,197,750

15,638

17,645

(百万円）

460 389

1,805

15,635

460 389

301 257

159 132

中小企業高度化資金
貸付事業等特別会計

住 宅 供 給 公 社
経 営 健 全 化 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計

2,685,014

30,127,388

349 271

111 118

1,049,573 1,143,066

1,207,785

388,284 380,505

97,457 95,071

388,329

475,576

(百万円）

16,129

31,764

2,158

4,663

6,567

6,111

158

1,888

72

12,10311,743

914

10,000 千円　無利子

445,449

(百万円）

６年度
（当初）

事　　　　業　　　　内　　　　容

17,151

4,784

2,223

448,045 335,876

34,796

17,151

34,796

6,171

4,686

5,187

169

林業・木材産業改善
資 金 貸 付 事 業
特 別 会 計
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（単位　千円） （単位　千円）

R５ R６ R５ R６

(歳  入) (収益的収支)

勝 馬 投 票 券 収 入 下 水 道 事 業 収 益

そ の 他 下 水 道 事 業 費 用

計 一 般 会 計 補 助 金 収 支 差

(歳  出) (資本的収支)

法 定 経 費 資 本 的 収 入

開 催 経 費 等 資 本 的 支 出

計 収 支 差

一 般 会 計 補 助 金

補 塡 財 源

R５ R６

(収益的収支)

下 水 道 事 業 収 益 R５ R６

下 水 道 事 業 費 用 (収益的収支)

一 般 会 計 補 助 金 収 支 差 電 気 事 業 収 益

(資本的収支) 電 気 事 業 費 用

資 本 的 収 入 収 支 差

長 期 借 入 金 資 本 的 支 出 (資本的収支)

収 支 差 資 本 的 収 入

一 般 会 計 補 助 金 資 本 的 支 出

長 期 借 入 金 収 支 差

補 塡 財 源

岩尾内発電所改修事業 68

3,178

4,269

32

4,271

事　　　　業　　　　内　　　　容 事　　　業　　　名
５年度

（２定）
６年度

（当初）
事　　　業　　　名

５年度
（２定）

６年度
（当初）

118,796

(百万円）

　賞金・諸手当の引上げ、門別競馬場基幹施設整備に係る
きゅう舎エリアの造成工事及び業務エリア等の実施設計、馬
柱掲載エリア拡充による情報発信強化

〔主な建設改良事業〕

266,234 236,202 1,118 1,001

142 184

108,283

1,093

184

3,299

266 236

142

14,876

279

972

1,251

976

108

1,074

53,457

34,251 3,359

49,127

35,875

1,302,359 1,228,371

4,364

事　　　　業　　　　内　　　　容

48,000

5,457

〔主な新規・拡充事業等〕

1,093

1,302 1,228

1,154

1,386

817

119

(百万円）

4,301

(百万円）

4,249

電 気 事 業 会 計 13,181,258 5,875,359

石狩川流域下水道改修事業　884

312

(百万円）

53,457

4,513

115

1,154

〔主な建設改良事業〕

21

7,069

2,258

9,425 1,064

5,958

4,8113,756

1,0469,404

2,202

18

49,127

45,828

〔主な建設改良事業〕

地 方 競 馬 特別 会 計 49,127,457 53,456,815 流域下水道事業会計 8,762,392 8,539,437

17,582

公共下水道事業会計 2,368,881 2,387,761

石狩湾新港地域公共下水道改修事業　668
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（単位　千円）

R５ R６

(収益的収支)

工業用水道事業収益

工業用水道事業費用

一 般 会 計 補 助 金 収 支 差

(資本的収支)

資 本 的 収 入

出 資 金 資 本 的 支 出

収 支 差

一 般 会 計 補 助 金

長 期 借 入 金 出 資 金

長 期 借 入 金

R５ R６

(収益的収支)

病 院 事 業 収 益

病 院 事 業 費 用

一 般 会 計 負 担 金 収 支 差

(資本的収支)

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

収 支 差

一 般 会 計 負 担 金

補 塡 財 源

事　　　業　　　名
５年度
（２定）

６年度
（当初）

7,096,132 8,674,232

176,910 140,605

7,916

事　　　　業　　　　内　　　　容

苫小牧地区工水配水施設建設事業  2,423
苫小牧地区工水改修事業　　　　　　289

38,978 62,577

1,042

96 175

2,425

2,329

84,163 98,844

177

2,627

1,585

6,709,5255,052,005

〔主な建設改良事業〕

84

9,269

39

9,571

17,185

3,385

(百万円）

2,312

621

1,708

7,096

978

1,794

519

2,313

8,674

2,686

654

6,353

(百万円）

2,487

15,924

工業用水道事業会計

病 院 事 業 会 計 18,610,756 19,498,161

4,222

837

141

99

63



【使用料・手数料改定の概要】

道では、４年ごとに使用料・手数料について、全体的な見直しを行っており、この度、前回の見直しから４年が経過する
ことから令和６年度の予算編成にあわせて、次のとおり見直しを行った。

１ 使用料・手数料の見直し

２ 見直しに当たっての考え方

① 道の行政サービスを利用する方と利用しない方との負担の公平・均衡を図る観点から、フルコスト計算に基づく原価を踏
まえた料金設定を基本とする。

３ 改定の主なもの

区 分 項 目 改定前 改定後

各種学校の授業料
（Ｒ７年度入校から適用）

・高等看護学院
・高等技術専門学院
・農業大学校（日額）

１８，３００円
１５，４００円

８２０円

２１，９００円
１８，４００円
１，１４０円

各種学校の寄宿舎使用料

・江差高等看護学院
・農業大学校（木造）
・農業大学校、漁業研修所（鉄筋）
・高等学校（鉄筋）

２３，４００円
３，５１０円
３，４９０円
２，６８０円

２８，０００円
４，５６０円
４，５３０円
３，４８０円

家畜等の検査手数料 ・牛のヨーネ病検査 ５３０円 ６１０円

新規に設定する手数料
・道以外で建築確認を受けた建築物の計画変更
申請等加算手数料

－ １件 １，０００円～

４ 改定による影響額 １６２百万円

③ 現行料金と原価との間に著しく乖離がある場合は必要な料金改定を行うが、料金が急激に増加する場合は、段階的な引き
上げとする。

② 民間や他の地方公共団体で類似したサービスを提供している場合には、他機関の料金水準とのバランスも考慮の上、料金
を設定する。
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